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平成２９年第６回永平寺町議会定例会議事日程 

（１日目） 

                         平成２９年１１月２７日（月） 

                         午前１０時００分 開 議 

 

１ 議事日程 

  第 １        会議録署名議員の指名 

  第 ２        会期の決定 

  第 ３        諸般の報告 

             （町長招集あいさつ） 

  第 ４ 議案第５１号 平成２９年度永平寺町一般会計補正予算について 

  第 ５ 議案第５２号 平成２９年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予 

             算について 

  第 ６ 議案第５３号 平成２９年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算 

             について 

  第 ７ 議案第５４号 平成２９年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につい 

             て 

  第 ８ 議案第５５号 平成２９年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につ 

             いて 

  第 ９ 議案第５６号 平成２９年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予 

             算について 

  第１０ 議案第５７号 平成２９年度永平寺町上水道事業会計補正予算について 

  第１１ 議案第５８号 永平寺町債権管理条例の制定について 

  第１２ 議案第５９号 永平寺町農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定 

             について 

  第１３ 議案第６０号 こしの国広域事務組合の解散に伴う財産処分及び事務の 

             承継について 

  第１４ 請願第 １号 日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求める 

             意見書の提出に関する請願の採択について 

  第１５ 請願第 ２号 農業振興に関する請願書の採択について 

  第１６        議員派遣の件 
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２ 会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１８名） 

 １番  上 坂 久 則 君 

 ２番  滝 波 登喜男 君 

 ３番  長谷川 治 人 君 

 ４番  朝 井 征一郎 君 

 ５番  酒 井   要 君 

 ６番  江 守   勲 君 

 ７番  小 畑   傅 君 

 ８番  上 田   誠 君 

 ９番  金 元 直 栄 君 

１０番  樂 間   薫 君 

１１番  川 崎 直 文 君 

１２番  伊 藤 博 夫 君 

１３番  奥 野 正 司 君 

１４番  中 村 勘太郎 君 

１５番  川 治 孝 行 君 

１６番  長 岡 千惠子 君 

１７番  多 田 憲 治 君 

１８番  齋 藤 則 男 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 永平寺町議会に説明のため出席した者の職氏名 

町         長   河 合 永 充 君 

副    町    長   平 野 信 二 君 

教    育    長   宮 崎 義 幸 君 

消    防    長   朝 日 光 彦 君 

総 務 課 長   小 林 良 一 君 

財 政 課 長   山 口   真 君 
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総 合 政 策 課 長   平 林 竜 一 君 

会 計 課 長   酒 井 宏 明 君 

税 務 課 長   歸 山 英 孝 君 

住 民 生 活 課 長   佐々木 利 夫 君 

福 祉 保 健 課 長   木 村 勇 樹 君 

子 育 て 支 援 課 長   吉 川 貞 夫 君 

農 林 課 長   野 﨑 俊 也 君 

商 工 観 光 課 長   清 水 和 仁 君 

建 設 課 長   多 田 和 憲 君 

上 下 水 道 課 長   原   武 史 君 

永 平 寺 支 所 長   坂 下 和 夫 君 

上 志 比 支 所 長   酒 井 健 司 君 

学 校 教 育 課 長   清 水 昭 博 君 

生 涯 学 習 課 長   山 田 孝 明 君 

国 体 推 進 課 長   家 根 孝 二 君 

 

６ 会議のために出席した事務局職員 

議 会 事 務 局 長   川 上 昇 司 君 
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

（午前１０時００分 開会） 

～開 会 宣 告～ 

○議長（齋藤則男君） 開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る１１月２４日、町長より平成２９年第６回永平寺町議会定例会の招集告示

がなされ、早速ご案内を申し上げましたところ、各議員におかれましては、ご参

集をいただき、ご健勝にて一堂に会し、ここに本会議が開会できますことを心よ

り厚く御礼を申し上げます。 

 本日の会議事件の説明者として、町長、副町長、教育長、消防長並びに各課長

の出席を求めてあります。 

 本日の議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付し

てありますので、ご確認のほどをよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しております。 

 これより平成２９年第６回永平寺町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

～日程第１ 会議録署名議員の指名～ 

○議長（齋藤則男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１１番、川崎君、１２

番、伊藤君を指名します。 

～日程第２ 会期の決定について～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期を、本日、１１月２７日から１２月２７日までの３１日間とし

たいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日、１

１月２７日から１２月２７日までの３１日間に決定しました。 

～日程第３ 諸般の報告～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 諸会合への出席状況報告書を皆様のお手元に配付してありますので、ご確認の

ほどをお願いいたします。 

 次に、例月出納検査の結果が監査委員より提出されております。その写しを皆
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様のお手元に配付してありますので、ご報告にかえさせていただきます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、町長より招集の挨拶を受けます。 

 河合町長。 

○町長（河合永充君） おはようございます。 

 平成２９年第６回定例町議会の開会に当たり、町政運営の所信の一端を申し述

べるとともに、今回ご提案いたします議案等の概要についてご説明いたします。 

 ことしも残すところあとわずかとなり、本格的な冬の到来を感じさせる季節と

なりましたが、議員各位におかれましては、ご壮健でご活躍のことと心よりお喜

び申し上げます。 

 第６回定例会のご案内を申し上げましたところ、ご参集いただき、厚く御礼申

し上げます。 

 このたび、地方自治法施行７０周年記念式典におきまして、みずからの創意工

夫によりすぐれた施策を実施し、地方自治の充実発展に寄与した自治体として、

総務大臣表彰という栄誉をいただきました。これもひとえに、議員各位を初め、

町民の皆様の地方自治に対するご理解とご支援のたまものと深く感謝申し上げま

す。 

 また、今月２１日には、大本山永平寺、福井県、町で進めています「永平寺門

前の再構築プロジェクト」の一つである大本山永平寺の宿泊施設の地鎮式が行わ

れました。滞在しながら永平寺で座禅体験などができる施設として、県内外はも

とより広く情報発信し、大本山永平寺及び本町の魅力をＰＲしていきたいと考え

ております。 

 それでは、町政運営の一端について申し上げます。 

 自動走行推進事業につきまして、今月１３日に、パナソニック株式会社が、永

平寺参ろーどで人工知能を使った画像認識技術で人や車を区別して安全に停止や

回避する最新の技術を搭載した小型電気自動車による実証実験を公開しました。 

 ＥＶ車によるデモ走行では、車両を集中管理するモニターを設置し、車内映像

や地図上での走行位置がリアルタイムでわかる運行管理システムを披露しまし

た。 

 今後、産総研とパナソニックによる実証実験が進むことで自動運転技術の研究、

開発が加速し、さまざまな課題解決につながり、新たな交通システムが実現する

よう、また少子・高齢化が進展する地方のモデルとなるよう、県とともに推進し
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てまいりたいと考えています。 

 また、来月１４日には、永平寺町ＩｏＴ推進ラボ選定記念講演会の開催を予定

しております。自動走行技術の開発、成果の地元定着を図るとともに、県内外の

企業と町内のものづくり企業を中心とする地元企業とのビジネスマッチングの提

供等を支援し、地元企業がＩｏＴをより身近に感じていただき、積極的な導入に

つながるよう支援していきたいと考えております。 

 次に、防災について申し上げます。 

 先月１５日に松岡西地区、永平寺中地区、永平寺南地区の３地区におきまして、

１１月１２日には松岡吉野、坂上地区におきまして、職員の非常招集訓練もあわ

せて自主防災組織連絡協議会主体による防災訓練が実施されました。 

 地域の幼児から高齢者や大学防災サポーター、福井大震災語り部の会６２８の

会員などたくさんの方々が参加し、訓練の目的の一つでもある地域コミュニティ

の機能強化や、まずは身の安全を確保する場所となる避難所の確認等をしていた

だけたと思います。永平寺南地区では訓練会場を２カ所設け、近隣地区合同で火

災発生時の協力体制を確認しました。 

 今回の訓練を通し改善点も確認されたことと思いますので、町も情報を収集し

て自主防災組織連絡協議会とともに検証を行い、今後の災害に備えるためにしっ

かり対応してまいります。 

 次に、行財政運営の推進について申し上げます。 

 本町におきましては、合併以降取り組んできた行財政改革により財政健全化が

進んでおりますが、財源確保の面では、平成２８年度から普通交付税の合併算定

がえ措置の段階的削減が始まっており、平成３３年には措置が廃止されることか

ら、将来にわたる健全財政に取り組んでいるところであります。 

 このような財政状況の中であっても、町民の安全、安心の生活を確保するため、

直面する行政課題への迅速な対応や事業を計画的かつ着実に実施していかなけれ

ばならないと考えております。 

 人口減少や少子・高齢化への対策をしっかり行い、子育て世代の支援を引き続

き行うほか、新たな雇用機会の確保に向け、町に投資を呼び込み、働く場がふえ、

将来につなげていく必要があり、こうしたさまざまな状況変化や財政状況を認識

した上で、歳入歳出のバランスを図りつつ、継続事業の着実な推進や第二次総合

振興計画に基づく事業の展開など重点的、効率的な予算配分を行い、将来にわた

る財政健全性の確保を着実に推進していくよう努めてまいりたいと考えておりま
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す。 

 次に、この冬の除雪対策について申し上げます。 

 気象庁の長期予報では、日本海側の降雪量は平年並みと予想されており、２１

日には町内の委託業者を、２４日は町職員を対象とした除雪会議を開催し、除雪

体制に万全を期するよう確認を行ったところであり、町管理道路の効率的かつ適

切な除雪作業により、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。 

 次に、子どもたちの活躍について申し上げます。 

 永平寺龍童太鼓が太鼓祭日本一決定戦の西日本大会で準優勝され、さいたま市

で開催される全国大会への出場が決まっております。 

 また、県内のチアダンスチームに所属している御陵小学校の児童２名が全日本

チアダンス選手権関西予選会にて優勝され、先日東京で開催された全国大会へ出

場されました。 

 また、来年開催される福井しあわせ元気国体に向け、花いっぱい運動を進めて

おりますが、このたび、吉野小学校、御陵小学校、志比北小学校が学校花壇のコ

ンクールで入賞しております。学校ごとに花壇のテーマを設けて、夏の暑い時期

から水やり、草むしり等に学校全体で取り組んできたことが評価されたものと思

います。まち全体を花いっぱいに彩り、全国から永平寺町に訪れる選手や応援の

皆様を温かく迎えるため、学校を初め町民の皆様とともに、まちを美しくする運

動を引き続き推進してまいります。 

 また、これらの活躍は、町の将来を担う子どもたちの継続的な活動の成果であ

り、目標に向かって頑張る町の子どもたちの支援もしっかりと取り組んでまいり

ます。 

 それでは、本定例会にご提案いたします議案等について申し上げます。 

 補正予算につきましては、一般会計の補正予算の主なものとしまして、各種制

度改正に伴う福井坂井地区広域市町村圏事務組合への負担金、地域未来投資促進

法に基づく基本計画において、重点促進区域にて行われる地域経済を牽引する事

業計画に対する支援として事業実施者への補助金を計上したほか、かかりつけ医

や訪問診療等の在宅医療を充実させるため、町立診療所の開設に向けた事前調査

の委託料や、勝山市が制作する映画「ローカル線ガールズ」の制作に必要な費用

の一部を沿線３市とともに支援するための負担金、そのほか、過年度事業の精算

により生じました各種返還金や台風２１号により被害を受けた各施設の修繕料を

計上しております。 
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 以上により、一般会計補正予算の総額は５，９３６万９，０００円となった次

第です。 

 これら歳出の財源となります歳入では、国庫支出金、県支出金、財政調整基金

繰入金、諸収入により措置をしております。 

 次に、国民健康保険事業特別会計を含む４つの特別会計と上水道事業会計及び

下水道事業会計の補正予算について申し上げます。 

 永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算におきましては、福井坂井地区広

域市町村圏事務組合への負担金の増額、及び前年度分の国庫、県支出金の精算に

伴う返還金を計上しております。 

 永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算及び永平寺町農業集落排水事業特別

会計補正予算、上水道事業会計補正予算におきましては、福井坂井地区広域市町

村圏事務組合への負担金の増額を計上しております。 

 また、永平寺町下水道事業会計補正予算におきましては、当初計画を上回る新

築住宅の建設が見込まれることから、汚水ます設置工事費等の増額を計上したほ

か、特定環境保全公共下水道志比処理区統合事業において、平成２８年度からの

繰越事業の工事進捗が図られ本年度施工予定の路線が減となったため、相当する

工事費の減額分を計上しております。 

 次に、永平寺町債権管理条例の制定につきましては、町が有する債権に関し、

債権の分類、債権管理体制、徴収手続等の必要な事項について定めることにより

債権管理の一層の適正化を図り、公正かつ公平な町民負担の確保と健全な行財政

運営に資することを目的に制定するものであります。 

 永平寺町農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定につきましては、農業

委員会等に関する法律が改正されたことに伴い、永平寺町農業委員会の委員及び

農地利用最適化推進委員の定数及び報酬を条例で定めるものです。 

 そのほか、こしの国広域事務組合の解散に伴う財産処分及び事務の承継につい

ては、関係自治体と協議するため、地方自治法及びこしの国広域事務組合規約に

基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、定例会に提案いたします議案等につきまして、その概要を申し上げまし

たが、詳細につきましては上程の際にご説明いたしますので、慎重にご審議いた

だき、妥当なご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

 本定例会の開会に当たり、所信の一端を申し上げましたが、議員各位におかれ

ましては、さらなる町政発展に向けて一層のご尽力を賜りますようお願い申し上
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げまして、開会のご挨拶といたします。 

 よろしくお願いします。 

～日程第４ 議案第５１号 平成２９年度永平寺町一般会計補正予算について～ 

～日程第５ 議案第５２号 平成２９年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補

正予算について～ 

～日程第６ 議案第５３号 平成２９年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正

予算について～ 

～日程第７ 議案第５４号 平成２９年度永平寺町介護保険特別会計補正予算に

ついて～ 

～日程第８ 議案第５５号 平成２９年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算

について～ 

～日程第９ 議案第５６号 平成２９年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補

正予算について～ 

～日程第１０ 議案第５７号 平成２９年度永平寺町上水道事業会計補正予算に

ついて～ 

○議長（齋藤則男君） 日程第４、議案第５１号、平成２９年度永平寺町一般会計補

正予算についてから日程第１０、議案第５７号、平成２９年度永平寺町上水道事

業会計補正予算についてまでの７件を一括議題とします。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、日程第４、議案第５１号から日程第１０、議案第５７号までの７件を

一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 河合町長。 

○町長（河合永充君） ただいま一括上程いただきました議案第５１号、平成２９年

度永平寺町一般会計補正予算から議案第５７号、平成２９年度永平寺町上水道事

業会計補正予算について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 初めに、議案第５１号、平成２９年度永平寺町一般会計補正予算の歳出の主な

ものを申し上げます。 

 総務費では、各種制度改正に伴うシステム改修が必要になったことから福井坂

井地区広域市町村圏事務組合への負担金を、また、地域未来投資促進法に基づく

基本計画における重点促進区域にて実施します「永（とこしえ）の里」プロジェ
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クト事業を地方創生推進交付金を活用して実施することから事業実施者への補助

金を計上しております。 

 民生費では、今後の高齢化社会を見据え、かかりつけ医や訪問診療等の在宅医

療を充実させるため、町立診療所の開設可能性に向けた事前調査を実施するため

の委託料を計上しております。 

 商工費では、勝山市が制作する映画「ローカル線ガールズ」の制作に必要な費

用の一部を沿線３市とともに支援するため、負担金を計上しております。 

 そのほか、過年度事業の精算により生じました各種返還金や台風２１号により

被害を受けた各施設の修繕料を計上しております。 

 これにより、一般会計補正予算の総額は５，９３６万９，０００円となった次

第でございます。 

 これら歳出の財源となります歳入では、国庫及び県支出金、財政調整基金繰入

金、諸収入により措置をしております。 

 次に、議案第５２号、永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算について申

し上げます。 

 福坂広域圏事務組合の負担金の増額及び前年度分の国庫、県支出金の精算に伴

う返還金を計上しております。 

 次に、議案第５３号、永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算につきまして

も、福坂広域圏事務組合の負担金の増額を計上するものでございます。 

 次に、議案第５４号、永平寺町介護保険特別会計補正予算につきましては、福

坂広域事務組合の負担金の増額及び介護給付費準備基金への積立金等を計上して

おります。 

 次に、議案第５５号、永平寺町下水道事業特別会計補正予算につきましては、

松岡地区において、当初計画を上回る新築住宅の建設が見込まれるため、汚水ま

す設置工事費等の増額分を計上するものです。 

 また、特定環境保全公共下水道志比処理区統合事業において、平成２８年度か

らの繰越事業が設計変更等により工事の進捗が図られ、本年度施工予定の路線が

減となったため、それに相当する工事費の減額分を減額補正するものでございま

す。 

 次に、議案第５６号、永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算につきまし

ては、福坂広域事務組合の負担金の増額を計上するものでございます。 

 次に、議案第５７号、永平寺町上水道事業会計補正予算につきましても、福坂
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広域圏事務組合への負担金の増額を計上するものでございます。 

 詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたしますので、よろ

しくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（齋藤則男君） 財政課長。 

○財政課長（山口 真君） それでは、議案第５１号、平成２９年度永平寺町一般会

計補正予算についてから議案第５７号、平成２９年度永平寺町上水道事業会計補

正予算についてまでの補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第５１号、平成２９年度永平寺町一般会計補正予算についてご説

明申し上げます。 

 議案書の３ページをお願いいたします。 

 第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，９３６万９，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５億８，３０２万５，

０００円とお願いするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、４ページから６ページにかけての第１表、歳入歳出

予算補正によるところでございます。 

 それでは初めに、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 

 １０ページをお願いします。 

 款２総務費、項１総務管理費、目５企画費の負担金、福井坂井地区広域市町村

圏電算共同利用負担金１，０７０万２，０００円は、各種制度改正に伴うシステ

ム改修が必要となったため、福坂広域事務組合への負担金を計上するものでござ

います。 

 同じく補助金の地域経済牽引事業補助金１，１００万円は、地域未来投資促進

法に基づく基本計画における重点促進区域にて実施する、自然環境と共生した、

伝統ある醗酵文化の集積による新しい空間「永（とこしえ）の里」プロジェクト

事業を地方創生推進交付金を活用して実施することから、事業実施者への補助金

計上するものでございます。 

 同じく目７支所費の委託料、電算・電話移設業務委託料５３２万２，０００円

は、上志比支所の建てかえに向け、仮事務所への電算ネットワーク、電話、震度

計、防災無線等の移設・移転費用を計上するものでございます。 

 下段の款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費の委託料、町立診療

所開設事前調査業務委託料３２０万円は、今後の高齢化社会を見据え、かかりつ
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け医や訪問診療等の在宅医療を充実させるため、町立診療所の開設可能性に向け

た将来の収支や必要な機能について事前調査を実施するための委託料を計上する

ものでございます。 

 同じく償還金、利子及び割引料の５５１万４，０００円は、過年度分の臨時福

祉給付金補助金の精算により返還が生じたため、予算計上するものでございます。 

 １１ページをお願いします。 

 同じく款３民生費、項１社会福祉費、目７健康福祉施設費の修繕料１３５万７，

０００円は、永平寺温泉「禅の里」のろ過材が凝固し、ろ過能力に支障を来して

いるため、修繕料を予算計上するものでございます。 

 下段の款３民生費、項２児童福祉費、目４児童福祉施設費の修繕料８８万８，

０００円及び備品購入費９万７，０００円は、１０月２２、２３日の台風２１号

により破損した施設の修繕等を行うため予算計上するものでございます。 

 １３ページをお願いします。 

 款７商工費、項１商工費、目３観光費の負担金、映画製作負担金１００万円は、

勝山市が制作する映画「ローカル線ガールズ」の制作に必要な費用の一部を沿線

３市とともに支援するため、負担金を計上するものでございます。 

 中段の款８土木費、項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費の負担金、県営道路

整備事業負担金４４５万１，０００円は、道路法第５２条による県営道路整備事

業の町負担金を予算計上するものでございます。 

 １４ページ及び１５ページの各費目につきましては、１０月２２、２３日の台

風２１号により被災しました各施設の修繕等を行うため、予算計上するものでご

ざいます。 

 次に、主な歳入についてご説明申し上げます。 

 戻りまして、９ページをお願いします。 

 款１３国庫支出金では、地域経済牽引事業補助金の財源として地方創生推進交

付金５５０万円、広域圏が行うシステム改修費用の一部財源として障害者総合支

援事業費補助金１８０万６，０００円等を計上しております。 

 また、下段の款１９諸収入では、福坂広域事務組合の平成２８年度決算に伴う

返還金及び台風２１号により被災した施設修繕に係る公有建物災害共済金、合わ

せまして２，４３４万１，０００円を計上しております。 

 また、１２月補正の一般財源として、財政調整基金より２，８０８万２，００

０円を繰り入れることとしております。 
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 以上、議案第５１号、平成２９年度永平寺町一般会計補正予算についての説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第５２号、平成２９年度永平寺町国民健康保険事業特別会計

補正予算についてご説明申し上げます。 

 議案書の１８ページをお願いします。 

 第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０８万７，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億６，５１７万９，０

００円とお願いするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、１９ページから２０ページにかけての第１表、歳入

歳出予算補正によるところでございます。 

 ２４ページの歳出から申し上げます。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の負担金、広域圏電算業務負担

金８９万８，０００円は、システム改修による福坂広域事務組合への負担金の増

額を計上するものでございます。 

 下段の款９諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目２償還金の過年度分国庫

支出金等返還金５１８万９，０００円は、平成２８年度分の国庫、県支出金の精

算に伴う返還金を計上するものでございます。 

 次に、戻りまして、２３ページの歳入の説明について申し上げます。 

 広域圏電算業務負担金の財源として、同組合からの平成２８年度返還金４４万

８，０００円を雑入で、不足分４５万円を一般会計繰入金で措置しております。 

 また、過年度分国庫支出金等返還金の財源として、前年度繰越金５１８万９，

０００円を計上しております。 

 続きまして、議案第５３号、平成２９年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補

正予算についてご説明申し上げます。 

 議案書の２７ページをお願いします。 

 第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万９，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，２７５万４，０００円

とお願いするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、２８ページから２９ページにかけての第１表、歳入

歳出予算補正によるところでございます。 
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 ３３ページの歳出から申し上げます。 

 負担金、福井坂井地区広域圏電算共同利用負担金６万９，０００円は、システ

ム改修による福坂広域事務組合への負担金を増額を計上するものでございます。 

 戻りまして、３２ページの歳入では、同組合からの平成２８年度返還金７万２，

０００円を計上し、不要となる事務費繰入金３，０００円を減額することとして

おります。 

 続きまして、議案第５４号、平成２９年度永平寺町介護保険特別会計補正予算

についてご説明申し上げます。 

 議案書の３６ページをお願いします。 

 第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，１７６万３，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億７，７１０万円

とお願いするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、３７ページから３８ページにかけての第１表、歳入

歳出予算補正によるところでございます。 

 ４２ページの歳出から申し上げます。 

 上段の負担金、福井坂井地区広域圏（介護保険）負担金５１万７，０００円は、

システム改修による福坂広域事務組合への負担金の増額を計上するものでござい

ます。 

 中段の基金積立金２，０６４万６，０００円は、過年度保険料の余剰金２，０

００万円及び地域支援事業支援交付金の過年度分交付金６４万６，０００円を介

護給付費準備基金に積み立てるものでございます。 

 下段の第１号被保険者保険料還付金６０万円は、過年度の保険料還付について、

対象者が増加したことによる不足分を計上するものでございます。 

 戻りまして、４１ページの歳入では、システム改修の財源としての介護保険事

業補助金１３１万円、前年度繰越金２，０６０万円等を計上しております。 

 続きまして、議案第５５号、平成２９年度永平寺町下水道事業特別会計補正予

算についてご説明申し上げます。 

 議案書の４５ページをお願いします。 

 第１条のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３１６万４，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億４，２７８万２，０

００円とお願いするものでございます。 
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 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、４６ページから４７ページにかけての第１表、歳入

歳出予算補正によるところでございます。 

 第２条、地方債補正につきましては、４８ページの第２表、地方債補正による

ところでございます。 

 ５２ページの歳出から申し上げます。 

 上段の目１公共下水道維持管理費及び目２特定環境保全下水道維持管理費の負

担金、福井坂井地区広域圏電算共同利用負担金、それぞれ１３万１，０００円と

１０万３，０００円は、システム改修による福坂広域事務組合への負担金の増額

を計上するものでございます。 

 下段の目１公共下水道建設費の工事請負費２５５万１，０００円は、松岡地区

において当初計画を上回る新築住宅の建設が見込まれるため、汚水管布設工事費

及び公共ます設置工事費の増額分を計上するものでございます。 

 また、目２特定環境保全下水道建設費の工事請負費５９４万９，０００円の減

額は、特定環境保全公共下水道志比処理区統合事業において、平成２８年度から

の繰越事業が設計変更等により工事の進捗が図られ、本年度施工予定の路線が減

となったため、それに相当する工事費の減額分を減額補正するものでございます。 

 戻りまして、５１ページの歳入では、財源として見込んでおりました一般会計

からの繰入金１３８万４，０００円、特定環境保全下水道事業債２００万円を減

額しております。 

 続きまして、議案第５６号、平成２９年度永平寺町農業集落排水事業特別会計

補正予算についてご説明申し上げます。 

 議案書の５５ページをお願いします。 

 第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万６，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，７０２万３，０００円

とお願いするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、５６ページから５７ページにかけての第１表、歳入

歳出予算補正によるところでございます。 

 ６１ページの歳出から申し上げます。 

 目１上志比地区農業集落排水維持管理費及び目２松岡地区農業集落排水維持管

理費の負担金、福井坂井地区広域圏電算共同利用負担金、それぞれ５万２，００
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０円と１万４，０００円は、システム改修による福坂広域事務組合への負担金の

増額を計上するものでございます。 

 戻りまして、６０ページの歳入では、同組合からの平成２８年度返還金６万３，

０００円と一般会計からの繰入金３，０００円を計上しております。 

 続きまして、議案第５７号、平成２９年度永平寺町上水道事業会計補正予算に

ついてご説明申し上げます。 

 議案書の６４ページをお願いします。 

 第２条のとおり、収益的収入補正額５１万５，０００円を追加いたしまして、

補正後の収益的収入予算総額を４億２，１１８万３，０００円に、収益的支出補

正額４５万３，０００円を追加いたしまして、補正後の収益的支出予算総額を３

億６，９９３万５，０００円とお願いするものでございます。 

 ６６ページをお願いします。 

 収益的収入の款１水道事業収益、営業外収益５１万５，０００円は、平成２８

年度福坂広域事務組合負担金返還金を予算計上するものでございます。 

 収益的支出の款１水道事業費用、営業費用４５万３，０００円は、福坂広域事

務組合負担金の増額分を予算計上するものでございます。 

 以上、議案第５１号、平成２９年度永平寺町一般会計補正予算についてから議

案第５７号、平成２９年度永平寺町上水道事業会計補正予算についてまでの説明

とさせていただきます。 

 よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。 

～日程第１１ 議案第５８号 永平寺町債権管理条例の制定について～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第１１、議案第５８号、永平寺町債権管理条例の

制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 河合町長。 

○町長（河合永充君） 議案第５８号、永平寺町債権管理条例の制定について、提案

理由をご説明申し上げます。 

 町が有する債権に関し、債権の分類、債権管理体制、徴収手続等の必要な事項

について定めることにより債権管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ公平

な町民負担の確保と健全な行財政運営に資するために条例を制定するものでござ

います。 

 主な内容は、訴訟手続に関する専決処分と議会への報告、著しい生活困窮や失
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踪等による債権の放棄及び議会への報告、滞納者の生活再建に資する適切な指導、

助言と連絡調整体制の整備などです。 

 詳細につきましては、この後、担当課からご説明いたします。 

 以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） それでは、議案第５８号、永平寺町債権管理条例の制定

について、補足してご説明申し上げます。 

 議案書の７３ページをお願いいたします。 

 第１条、目的でございますが、この条例は、町の債権に関し、事務の処理につ

いて統一的な管理の基準、その他必要な事項を定めることにより、町の債権の適

正な管理を図ることを目的とするということでございます。永平寺町では、平成

２９年度から税務課内に債権管理室を設け各種準備作業を行い、平成３０年度か

らの本格実施を目指しております。 

 公金債権一元管理は、町税だけではなく、介護保険料、後期高齢者医療保険料、

保育園保育料等の徴収困難案件の債権管理事務を一元的に行い、徴収事務の効率

化を図るものでございます。永平寺町の債権は、町税や介護保険料など公法上の

原因に基づいて発生し強制徴収できる強制徴収公債権、公法上の原因について発

生するが強制徴収することができない非強制徴収公債権、それから上水道使用料

や町営住宅使用料など司法上の原因に基づいて発生する私債権があり、その発生

原因、事項、債権の回収方法について、その根拠となる法令、条例等が債権ごと

に存在するため、管理方法等について明確化し一つの条例に集約する必要がござ

います。 

 第２条の定義でございますが、本条例における用語の定義について規定してお

ります。 

 第３条、他の法令との関係でございますが、他の法令等に特別な定めのある場

合は、その定めが優先し、適用される旨を規定しているものでございます。 

 議案書７４ページをお願いいたします。 

 第４条、債権管理者の責務でございますが、債権管理者による債権の適正管理

と体制の整備について定めたものでございます。 

 第５条、台帳の整備でございますが、債権管理者の台帳整備義務について定め

たものでございます。 
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 第６条、督促から、議案書７５ページ、第１１条、強制執行等まで及び第１３

条、履行期限の繰り上げから、議案書７６ページ、第１７条、免除までについて

は、徴収方法について、関係法令に基づく確認規定となってございます。 

 議案書７５ページにお戻りください。 

 第１２条、専決処分でございますが、非強制徴収公債権と私債権につきまして

は強制徴収することができません。徴収の努力をしてもなお納入が得られない場

合は、最終的には訴訟を提起せざるを得ません。訴訟の提起については、本来、

議会の専決事項でございますが、債務者の財産の隠匿等を避けるためにも機動的

に行う必要があることから、その価額が１４０万円以下の場合は町長の専決処分

とさせていただくもので、本条例のポイントの一つとなってございます。 

 議案書７７ページをお願いいたします。 

 第１８条、債権の放棄でございますが、非強制徴収公債権と私債権につきまし

ては、債務者からの時効の援用がないと債権が消滅しないため、債務者の行方不

明等により時効の援用がないと、徴収不可能な債権が消滅することなく永久的に

当該債権を管理し続けることになります。このような事態を避けるために債権の

放棄について規定したもので、本条文もポイントの一つとなってございます。 

 第１９条、生活再建に資する指導助言でございますが、債務者には、いわゆる

納められるのに納めない者と、納めたいのに納められない者がございます。納め

られるのに納めない者については、法に基づき厳正な徴収を行ってまいりますが、

納めたいのに納められない者については、いわゆる支払い能力が不足しているわ

けで、その支払い能力の回復を図ることも行政の責務と考えていることから、本

条例を規定したものでございます。本条例の目玉の一つと考えているところでご

ざいます。 

 第２０条、個人情報の取り扱いの特例は、情報の共有化について規定したもの

でございます。 

 第２１条、委任については、本条例を施行するために必要な事項については規

則で定める旨を規定したものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、補足の説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。 

～日程第１２ 議案第５９号 永平寺町農業委員会の委員等の定数に関する条例

の制定について～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第１２、議案第５９号、永平寺町農業委員会の委
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員等の定数に関する条例の制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 河合町長。 

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第５９号、永平寺町農業委員会

の委員等の定数に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２８年４月１日に農業委員会等に関する法律が改正されたことに伴い、永

平寺町農業委員会の委員及び本改正で新設されました農地利用最適化推進委員の

定数及び報酬を条例で定めるものです。 

 詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。 

 以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） それでは、議案第５９号、永平寺町農業委員会の委員等

の定数に関する条例の制定につきまして補足説明をさせていただきます。 

 この条例でございますが、まず農業委員会におきまして、農地等の利用最適化

推進を積極的に進めるというように所掌事務の見直しがありました。これに伴い

まして、農業委員会に農業委員と、新たに農地利用最適化推進委員というものが

追加されました。さらには、この農地等の利用最適化の推進を積極的に進めるこ

とができるものが確実に委員として選ばれるように、公職選挙法の準用による公

選法を廃止して、新たに市町村長による任命制が導入されたということでござい

ます。 

 これに伴いまして、今までの永平寺町農業委員会委員の選挙による委員定数条

例を廃止しまして、新たに永平寺町農業委員会の委員等の定数に関する条例を制

定するものでございます。 

 議案書の７９ページをお願いします。 

 条文としましては３条から成り立っておりまして、１条においては趣旨、それ

から２条におきましては農業委員の委員の定数１４名、さらには３条において農

地利用最適化推進委員の定数ということで１１名を明記してございます。これは、

農業委員の定数については基準農業者数並びに農地面積に応じて政令で定められ

ておりますので、この人数を設定させていただいております。 

 それから、８０ページをお願いしたいんですが。 

 農地利用最適化推進委員の導入によりまして委員の報酬を明記するという必要
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がございますので、附則の第３項におきまして永平寺町特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する必要がございましたの

で、ここにつきましても改正をしてございます。これは、さらに農地利用の最適

化の推進が重点化されまして農業委員の事業量が非常にふえたことから、国はそ

の業務に対しまして上乗せ報酬を要しており、この分につきましても年額の報酬

に加算できるというふうな内容でございます。 

 以上、簡単ではございますが、議案第５９号、永平寺町農業委員会の委員等の

定数に関する条例の制定についてご説明させていただきました。 

 よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

～日程第１３ 議案第６０号 こしの国広域事務組合の解散に伴う財産処分及び

事務の承継について～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第１３、議案第６０号、こしの国広域事務組合の

解散に伴う財産処分及び事務の承継についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 河合町長。 

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第６０号、こしの国広域事務組

合の解散に伴う財産処分及び事務の承継について、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 こしの国広域事務組合の解散に伴う財産処分及び事務の承継について関係自治

体と協議するため、地方自治法第２９０条及びこしの国広域事務組合規約第１４

条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。 

 以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） それでは、議案第６０号、こしの国広域事務組合の

解散に伴う財産処分及び事務の承継について、補足説明をさせていただきます。 

 議案書の８２ページをお願いいたします。 

 こしの国広域事務組合の解散に伴い、ケーブルテレビ事業及びインターネット

事業に係る設備の譲渡並びに平成３０年４月１日以後のこれらの事業の承継に関

するもののうち、福井ケーブルテレビ株式会社に譲渡または承継をしないものに
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ついて、地方自治法及びこしの国広域事務組合規約の規定により、福井市と協議

の上定めることについて、議会の議決をお願いするものでございます。 

 協議の内容につきましては、８３ページと８４ページの協議書をお願いいたし

ます。 

 １つ目は、こしの国広域事務組合解散に伴う財産に関する事項としまして５項

目記載をしております。主なものとしまして、現在の局舎については永平寺町に

帰属することとします。また、こしの国広域事務組合の解散後に伴う債権債務の

履行の結果、生じた剰余金または不足金について、福井市と永平寺町の配分及び

負担割合を規定しております。 

 ２つ目は、こしの国広域事務組合の決算等の事務の承継に関する事項として３

項目を記載しております。主なものとしまして、決算の調製及び消費税の確定申

告については永平寺町が代表して行うことや、決算の審査や認定は福井市、永平

寺町それぞれの議会の議決によるということを規定しております。 

 ３つ目は、その他事務の承継に関する事項として３項目を記載しております。

主なものとしまして、こしの国広域事務組合の解散時における現金及び債務等の

精算事務につきましては、永平寺町が代表して行うことを規定しております。 

 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

～日程第１４ 請願第１号 日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求

める意見書の提出に関する請願の採択について～ 

～日程第１５ 請願第２号 農業振興に関する請願書の採択について～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第１４、請願第１号、日本政府に「核兵器禁止条

約」への賛同と批准を求める意見書の提出に関する請願の採択について、及び日

程第１５、請願第２号、農業振興に関する請願書の採択についての２件を一括議

題とします。 

 この請願書は、お手元に配付しました請願文書表のとおり、会議規則第３９条

第１項の規定により総務産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、請願第１号及び請願第２号を請願文書表のとおり、総務産業建設常任

委員会に付託することに決定しました。委員会におかれましては、休会中に審査

をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提出くださいますようお願い
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します。 

～日程第１６ 議員派遣の件～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第１６、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１２

８条の規定により、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思います。

なお、派遣期間、派遣場所、派遣議員等の変更については、議長に一任願いたい

と思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり派遣することに決定しま

した。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５４分 休憩） 

────────────── 

（午前１０時５４分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 お諮りします。 

 これをもちまして本日の日程は全て議了しました。 

 本日はこれをもちまして散会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって散会することに決定しました。 

 本日は、これをもって散会します。 

 なお、あす１１月２８日から１２月３日までを休会としたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、あす１１月２８日から１２月３日までを休会とします。 

 １２月４日は定刻より本会議を開催いたしますので、ご参集のほどをよろしく

お願いします。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 



 －23－ 

（午前１０時５５分 散会） 

 


